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説明書【簡易公募型プロポーザル方式】 

 

１．業務概要 

（１）業務番号  

委第３－１５号 

（２）業 務 名   

八戸合同庁舎整備基本計画策定業務委託 

（３）業務（納入）場所 

   八戸市大字尻内字鴨田地内 

（４）業務の目的 

本業務は、現地での建替えとなる八戸合同庁舎の整備に当たって、既存施設の集約、庁舎に

必要な機能及びサービス（配置計画・アプローチ動線、必要諸室、ライフサイクルコストの縮

減化等）を調査し、整備に向け規模、浸水対策及び省エネルギー対策等を盛り込んだ基本計画

を策定し、併せて民間活力導入可能性を検討し、財政負担を軽減できる事業手法を決定するも

のである。 

（５）業務の内容 

本業務の主な業務内容は以下のとおりである。 

ア 八戸合同庁舎整備に係る基本計画の策定 

・既往調査の整理に関する事項 

・計画条件の整理に関する事項 

・庁舎に要求される機能等に関する事項 

・庁舎の施設計画に関する事項 

イ 民間活力導入可能性調査 

・事業概要・施設概要等の整理に関する事項 

・事業手法に関する事項 

・財政負担軽減効果に関する事項 

・民間事業者の意向調査に関する事項 

 ※ 基本計画の策定に当たっては、本業務において学識経験者などによる有識者会議を設置

の上、意見を徴取することする。 

 

事業手法に関しては、事業化に向けて考慮すべき課題等を整理するとともに、令和２年度実

施の「八戸合同庁舎整備に関する検討支援業務」及び「八戸合同庁舎整備適地調査支援業務」

業務成果を踏まえて最適な方法を決定すること。 

その他、事業が円滑に実施されるための各種会議や説明会等に係る資料作成やアドバイス等

支援を行うこと。 

（６）履行期間 

契約締結日の翌日から令和４年３月２５日まで 

（７）担当部局 

〒030-8570 青森県青森市長島一丁目１番１号 青森県 総務部 財産管理課 

TEL:017-734-9125（直通）／FAX:017-734-8014 

E-mail: zaisankanri@pref.aomori.lg.jp 
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２．技術提案書の提出者として選定されるために必要な要件 

 技術提案書の提出者は、以下に示す要件を満たす全ての者を選定する。 

（１）基本的要件 

参加表明書を提出する者（以下、「参加表明者」という。）は、次に掲げる資格を満たしてい

る企業であること。 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定する者に該

当しない者であること。 

イ 青森県財務規則（昭和３９年３月青森県規則第１０号）第１２８条の規定による一般競

争入札に参加できない者でないこと。 

ウ 契約までの間に青森県建設関連業務の競争入札に参加する者の資格等に関する規則（昭

和５８年２月青森県規則第６号。以下「参加資格規則」という。）第５条の規定により一般

競争入札に参加する資格があると認定され、第７条第１項に規定する有資格者関連業務名

簿に登載されている者であること。 

エ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされてい

る者（更生手続開始の決定を受けているものを除く。）又は民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（再生手続開始の決定を受け

ている者を除く。）でないこと。 

オ 技術提案書の提出期限の日から契約の時までの間に、青森県建設業者等指名停止要領

（平成２年６月青監第６３３号。以下「指名停止要領」という。）に基づく知事の指名停止

の措置を受けていないこと。 

カ 参加資格規則第５条の規定により一般競争入札に参加する資格があると認定された日

から契約の時までの間に、指名停止要領別表第９号から第１５号までに掲げる措置要件に

該当する事実（既に知事の指名停止の措置が行われたものを除く。）がないこと。 

キ 警察当局から、知事に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設県連業者又はこれ

に準ずるものとして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続していないこと。 

ク 同種業務実績として以下の(ｱ)及び(ｲ)の実績を有するものであること。 

(ｱ) 平成２３年度以降において、事業化された庁舎等公共施設整備の基本計画策定業務

等に関する実績があること。なお、基本計画策定業務等は、事業構想段階における想定

事業手法やスキームの抽出、比較検討を含むものとし、単に設計のみの業務は含まない。 

(ｲ) 平成２３年度以降において、施設の集約化とそれにより生まれた余剰敷地あるいは

余剰容積の活用を含む民間活力導入可能性調査等の実績があること。 

ケ グループによる参加を認めるが、グループの代表者は（３）の要件を満たすものとし、

県との契約は代表者が行うものとする。 

コ 複数のグループへの参加は認めないものとする。 

 

（２）業務実績に関する要件 

配置予定管理技術者及び各主任担当技術者は、平成２３年度以降、以下に示す同種業務にお

いて、１件以上の実績を有さなければならない。 

ア 事業化された庁舎等公共施設整備の基本計画策定業務等に関する実績。なお、基本計画

策定業務等は、事業構想段階における想定事業手法やスキームの抽出、比較検討を含むも

のとし、単に設計のみの業務は含まない。 



3 

 

イ 施設の集約化とそれにより生まれた余剰敷地あるいは余剰容積の活用を含む民間活力

導入可能性調査等の実績があること。 

 

（３）業務実施体制に関する要件 

参加表明書に示される業務実施体制は、次に掲げる要件を満たしていること。 

ア 管理技術者は、技術士（都市及び地方計画）又は一級建築士であること。 

イ 管理技術者及び主任技術者は、参加表明者の組織に属していること。 

ウ 業務全体を総括・管理する管理技術者、業務分野ごとに以下の資格を有する主任担

当技術者と担当者を配置すること。また、管理技術者は、主任担当技術者を兼任しな

いこと。 

(ｱ) 基本計画の主任担当技術者は、一級建築士の資格を有すること。 

(ｲ) 民間活力導入可能性調査の主任技術者は、技術士（都市及び地方計画）の資格を

有すること。 

エ 主たる業務の再委託は認めない。 

  業務の一部を再委託する場合は、発注者の承諾を得ること。ただし、コピー、ワー

プロ、印刷、製本、トレース及び資料整理などの簡易な業務を第三者に再委託する場

合は、発注者の承諾を得なくてもよいものとする。 

 

（４）技術提案書に関する要件 

参加表明者は、次の事項について技術提案書を提出すること。 

ア 実施体制 

イ 実施方針 

ウ 特定テーマ 

(ｱ) 八戸合同庁舎が浸水等の被災時にも庁舎機能を維持するために重視すべき技術的対

策に関する考え方 

(ｲ) 環境負荷低減を図るための省エネルギー・省資源の取組に関する考え方 

 

（５）技術提案書の作成上の基本事項 

ア プロポーザルは、調査、検討、及び設計業務における具体的な取組方法について提案を

求めるものであり、成果の一部の提出を求めるものではない。 

本説明書において記載された事項以外の内容を含む技術提案書、又はこの書面及び別添

の書式に示された条件に適合しない技術提案書については、提案を無効とする場合がある

ので注意すること。また、資格要件を満たさない者の提出した技術提案書は無効とする。 

イ 提出期限以降における参加表明書、技術提案書及び資料の差し替え及び再提出は認めな

い。また、参加表明書及び技術提案書に記載した配置予定の技術者は、原則として変更で

きない。ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同

等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければならない。 
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３．参加表明書及び技術提案書の提出期限、提出先及び方法 

（１）提出期限 

ア 参加表明書 

  令和 ３年 ５月２１日（金）１６時００分 

イ 技術提案書 

  令和 ３年 ６月 ４日（金）１６時００分 

 

（２）提出先及び提出方法 

 持参又は郵送により下記まで６部（正本１部、写し５部）提出すること。 

〒030-8570 青森県青森市長島一丁目１番１号 青森県 総務部 財産管理課 

TEL:017-734-9125（直通）／FAX:017-734-8014 

 

４．説明書の内容についての質問の受付及び回答 

（１）提出期限 

令和３年５月２７日（木）１７時００分 

（２）提出先及び提出方法 

 電子メール又はファックスにより財産管理課長あてに提出すること。（様式は任意） 

また、質問書には、担当窓口部署、氏名、電話及びＦＡＸ番号、電子メールアドレスを併記

するものとする。 

E-mail: zaisankanri@pref.aomori.lg.jp 

ＦＡＸ: 017-734-8014 

（２）回答 

質問に対する回答は、令和３年６月２日（水）までに電子メール等により全社に回答します。 

 

５．ヒアリング 

提案書に関するヒアリングの日程については、別途提出者へ通知する。 

なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、リモートによる実施又は省略す

る場合がある。 

 

６．技術提案書を特定するための審査方法等 

（１）審査委員会の設置 

 審査委員会を設置し、次に定める評価基準に基づき審査を行い、最優秀提案者を特定する。 

（２）評価基準 

大項目 小項目 評価のポイント 満点 

１．業務 

実績 

会社としての 

同種業務の経験 

会社として同種業務の経験がある場合に評価する。 

なお、同種業務の経験が２以上ある場合に高く評価する。 
5 

技術者としての 

同種業務の経験 

管理技術者として同種業務の経験がある場合に評価する。 

なお、同種業務の経験が２以上ある場合に高く評価する。 
5 
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各業務分野（基本計画・民間活力導入可能性調査）の主任技

術者として同種業務の経験がある場合にそれぞれ評価する。 

なお、同種業務の経験が２以上ある場合に高く評価する。 

各 5 

２．実施 

体制 

配置予定技術者

の資格 

技術士（都市及び地方計画）又は一級建築士を保有している

人数を評価する。 
10 

３．実施 

方針 
業務理解度 業務の背景と目的及び内容の理解度が高い場合に評価する。 10 

実施手順 
業務の実施手順、業務工程は妥当性の高いものとなっている

場合に評価する。 
20 

４．提案 

内容 
的確性 

テーマの重要度及び難易度を考慮した提案となっていると

認められる場合に優位に評価する。 
20 

実現性 
提案が具体的で実現性、妥当性を伴っている場合に評価す

る。 
20 

５．費用 費用については評価しないが、提案内容に対して見積が不適

切な場合には特定しない。 

数値化 

しない 

合計 100 

採点基準① 配点 

１．業務実績 
同種業務が２件以上 5 

同種業務が１件のみ 3 

２．実施体制 

業務を担当するチームに技術士（都市及び地方計画）又は一

級建築士が５名以上配置されている。 
10 

業務を担当するチームに技術士（都市及び地方計画）又は一

級建築士が４名配置されている。 
5 

業務を担当するチームに技術士（都市及び地方計画）又は一

級建築士が３名配置されている。 
1 

採点基準② 係数 

３．実施方針 

４．提案内容 

特に優れている 
1.0、0.9、 
又は 0.8 

優れている 
0.7 又は 
0.6 

普通 
0.5 又は 
0.4 

やや劣っている 
0.3 又は 
0.2 

劣っている 
0.1 又は 
0.0 

（３）審査結果の通知 

  審査結果は、特定、非特定に関わらず提出者全員に書面により通知し、その概要を青森県総

務部財産管理課ホームページにおいて公表する。なお、提案者名等については、特定された提

案者のみ公表する。 

  なお、審査の結果、特定されなかった者は、通知が到達した日から起算して５日（県の休日
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を含まない）以内に、書面によりその理由について説明を求めることができる。 

  上記の求めに対する回答は、受理した日から起算して５日（県の休日を含まない。）以内に書

面により行う。 

 

７．契約等 

（１）契約協議 

特定された提案書に基づき、提案内容から大きく逸脱しない範囲において実施内容や経費等

について協議し、合意を得られた後に予定価格の範囲内で契約する。 

（２）契約条件等 

青森県財務規則等関係規定に基づき随意契約とする。 

（３）グループによる参加の場合 

グループの代表者は、県との契約締結後速やかにグループの各社と下請け契約を締結するこ

と。 

 

８．関連情報を入手するための照会窓口 

１．（６）担当部局と同じ。 

 

９．参加表明書の作成及び記載上の留意事項 

（１）参加表明書の作成方法 

参加表明書は、別添(様式－１～５)に示すとおりとする。なお、文字サイズは１０ポイント以

上とし、書類の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法によ

るものとする。なお、提出書類について、本説明書(２)参加表明書の記載上の留意事項及び別添

の書式に示された条件に適合しない場合、並びに確認のための添付書類が添付されていない場合

(不明瞭、記載内容等において確認が出来ない場合を含む)、また、記載内容が正確に明記されて

いない場合は無効とし、選定しない。 

 

（２）参加表明書の記載上の留意事項 

記載事項 内容に関する留意事項 

管理技術者の経歴等 

(様式２) 

主任担当技術者の 

経歴等  

(様式３) 

①氏名 

技術者の氏名を記載する。 

②生年月日 

技術者の生年月日及び年齢 (提出時現在)を記載する。 

③所属、役職 

技術者の所属する組織及び役職を記載する。 

・ 参加表明書等の提出日において、管理技術者及び主たる業務分

野の主任担当技術者は、参加表明者及び技術提案書の提出者と直

接かつ恒常的な雇用関係があるものであること。 

・ 配置予定技術者が直接かつ恒常的な雇用関係があることが証明

できる資料(雇用保険に加入している場合は雇用保険証の写し、あ

るいは、事業所名称の記載されている健康保険被保険者証の写し)
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を添付すること。なお、代表取締役等の社内関係者等による雇用

証明、就業証明、所属証明等は不可とする。 

 ④保有資格等 

技術者の保有する資格のうち、「６．技術提案書を特定するための

審査方法等」における配置予定技術者の資格に記載された当該分野

の資格を記載する。なお、技術者の保有資格を証明する資料  

(資格者証の写し等)を添付すること。 

※建築士定期講習受講等の確認のため、下記資料を添付すること。 

・ 建築士法施行規則「第１７条の３６」「第１７条の３７第1項１ 

一級建築士定期講習の項ロ、ハ(同条第２項及び第３項において準

用する場合を含む。)」の場合。 

最後に受講した定期講習の修了証の写しまたは日本建築士会

連合会等の発行する「建築士登録内容」の写し。ただし、参加表

明書等の提出期限において、定期講習の受講年月日から起算して

その翌年度開始日から３年以内であるものとする。 

・ 建築士法施行規則「第１７条の３７第1項１ 一級建築士定期

講習の項イ(同条第２項及び３項において準用する場合を含む。)」

の場合。 

合格証書の写しまたは日本建築士会連合会等の発行する「建築

士登録内容」の写し。ただし、参加表明書等の提出期限において、

建築士試験の合格年月日から起算してその翌年度開始日から３

年以内であるものとする。 

 ⑤ 平成２３年４月１日以降の同種業務の業務実績について、以下

の項目を記載する。 

・ 発注者(再委託を受けた業務の場合、契約相手方を記載し、( )

内に事業主を記載する。) 

・ 受注形態(単独又は共同体のうち該当するものに○を付ける。共

同体の場合は他の構成員を( )内に記載する。) 

・ 業務概要（対象施設の施設用途及び規模・構造を記載する。ま

た、分担業務分野及び携わった立場(管理技術者、主任担当技術者

又はこれらに準ずる立場、担当技術者)を記載する。） 

・ 履行期間 

記載の件数は２件までとする。なお、記載した業務については契

約書の写しを提出すること。※必要に応じて、記載した業務に係る

報告書等の写しを求める場合があります。 

「平成２３年４月１日以降の同種業務の実績」とは、以下の（い）

～（に）全ての項目に該当する実績をいう。なお、海外の実績につ

いても条件を満たしていれば実績として記載できる。 

（い）平成２３年４月１日以降に完了した業務実績。 

（ろ）本業務において担当する分担業務分野の業務実績(ただし、管
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理技術者又はこれに準ずる立場としての業務実績を有する場合

は、当該業務の主たる分担業務分野についても業務実績を有す

ることとして扱うことができる。)  

（は）同種業務として、次の(ⅰ)及び(ⅱ)の業務実績を有すること。 

(ⅰ) 事業化された庁舎等公共施設整備の基本計画策定業務等に

関する実績 

(ⅱ) 施設の集約化とそれにより生まれた余剰敷地あるいは余剰

容積の活用を含む民間活力導入可能性調査等の実績 

（に）「業務実績」とは契約額１,０００万円以上の業務とする。 

なお、上記の期間に、産前産後休業（労働基準法（昭和２２年法

律第４９号）第６５条第１項又は第２項の規定による休業）、育児休

業（育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に

関する法律（平成３年法律第７６号）第２条第１号に規定する休業）

及び介護休業（同条第２号に規定する休業）をいう。（以下単に「休

業」という。）を取得した場合は、当該休業の期間に相当する期間に

応じて実績として求める期間（以下「評価対象期間」という。）を延

長することができるものとし、この場合においては、休業を取得し

たことを証明する書面を添付すること。 

「評価対象期間」は年単位に繰り上げるものとする。 

 ⑥ 手持ち業務の状況 

手持ちの業務（特定後未契約のものも含む。）について、以下の項

目を記載する。ただし、契約金額が１,０００万円以上の業務とする。 

・ 業務名 

・ 発注者(再委託を受けている業務の場合は、契約相手方を記載

し、( )内に事業主を記載する。) 

・ 受注形態(単独又は共同体のうち該当するものに○をつける。共

同体の場合は他の構成員を( )内に記載すること。) 

・ 業務概要（業務の種別、対象施設の施設用途及び規模・構造を

記載する。あわせて、携わっている分担業務分野及び立場(管理技

術者、主任担当技術者又はこれらに準ずる立場、担当技術者)を記

載する。） 

・ 履行期間 

協力事務所の名称等 

(様式４) 

業務の一部を再委託する場合には、協力事務所の名称、再委託す

る理由及び内容等を様式に従い記載する。(主任担当技術者の記載を

求めない分野を再委託する場合においても記載する。) 

分担業務分野の追加 

(様式５) 

※必要な場合のみ提出して

ください。 

技術提案書の提出者において新たな分担業務分野を追加する場合

は、下記項目を様式に従い記載する。 

・ 新たに追加する分担業務分野 

・ 新たに追加する分担業務分野の具体的な業務内容 

・ 分担業務分野を追加する理由 
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・ 主任担当技術者の経歴等 

(様式２、３)の説明に同じ。「平成２３年４月１日以降の当該分野

における業務の実績等」については、該当する業務のうち、最新の

もの１件を記載すること。また、「施設等概要及び担当した分担業務

分野の内容」には、当該施設概要及び業務内容を具体的に記載する

こと。 

・ 業務実績を証明する資料及び配置予定管理技術者の資格証明書の写し  

配置予定管理技術者及び各主任担当技術者が過去に従事した同種業務の実績として記載

した業務について、請負業務で従事した実績の場合、その業務に係る契約書、配置予定管理

技術者及び各主任担当技術者が従事したことが確認できる資料(例えば業務計画書の表紙及

び配置予定管理技術者が業務に従事していることが確認できるページ)等の写しを提出する

こと。なお、発注者の立場として業務に従事した実績の場合、その業務の発注機関の証明を

受けた、予定管理技術者がその業務に従事したことが類推できる経歴書等の資料を提出する

こと。また、配置予定管理技術者が保有する資格について、合格証明書等の写しを提出する

こと。併せて、建築士定期講習の受講等の確認方法として、下記のものを添付する。 

・ 建築士法施行規則「第１７条の３６」「第１７条の３７第１項１一級建築士定期講習の項ロ、

ハ(同条第２項及び第３項において準用する場合を含む。)」の場合。 

最後に受講した定期講習の修了証の写し、または日本建築士会連合会等の発行する「建築

士登録内容」の写し。ただし、参加表明書等の提出期限において、定期講習の受講年月日か

ら起算してその翌年度開始日から３年以内であるものとする。 

・ 建築士法施行規則「第１７条の３７第１項１一級建築士定期講習の項イ(同条第２項及び第

３項において準用する場合を含む。)」の場合。 

合格証書の写し又は日本建築士会連合会等の発行する「建築士登録内容」の写し。ただし、

参加表明書等の提出期限において、建築士試験の合格年月日から起算してその翌年度開始日

から３年以内であるものとする。 

・ 管理技術者及び主たる分担業務分野(建築)の主任担当技術者における直接かつ恒常的な雇

用関係の確認方法として、下記のものを添付する。 

直接かつ恒常的な雇用関係とは、配置予定技術者が直接かつ恒常的な雇用関係があること

が証明できる資料（「直近の建築士法第２３条の６(設計等の業務に関する報告書)の所属建

築士名簿」、「建築士事務所登録申請書(建築士法第２３条の２)の所属建築士名簿」、所属建築

士が変更となっている場合は、「建築士事務所登録変更届(建築士法第２３条の５)の所属建

築士名簿」、あるいは、都道府県知事または委任を受けた法人(建築士事務所協会等)による

「建築士事務所登録証明(所属建築士記載)：公示日から申請日までの日付のものに限る」）の

いずれかの提出により証明ができる者をいう。又は、雇用保険に加入している場合は雇用保

険証の写し、あるいは、事業所名称の記載されている健康保険被保険者証の写しの提出によ

り証明ができる者をいう。なお、代表取締役等の社内関係者等による雇用証明、就業証明、

所属証明等は不可とする。ただし、健康保険法の改正による、事業所名称の記載が省略され

た健康保険被保険者証の写しと雇用保険に加入している場合における旧雇用保険証(事業者

の記載がない)写しの両方を同時提出する場合に限り、代表取締役等の社内関係者等による

雇用証明、就業証明、所属証明等を合わせた提出は可とする。 
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１０．技術提案書の作成及び留意事項 

技術提案書は、別添(様式６～８)に示すとおりとする。なお、文字サイズは１０ポイント以上

とし、書類の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本国通貨、単位は日本の標準時及び計量法に

よるものとする。 

以下に留意して作成するものとし、技術提案書は、本業務における具体的な取り組み方法につ

いて提案を求めるものであり、成果の一部の提出を求めるものではない。なお、技術提案書以外

に提案内容の根拠等を説明する資料等を補足資料として添付することは認められないので注意す

ること。 

本説明書において記載された事項以外の内容を含む技術提案書については、提案を無効とする

場合があるので注意すること。 

提出書類について、下記(１)技術提案書の内容に関する留意事項及び別添の様式に示された条

件に適合しない場合は無効とし、選定しない。また、様式に記載する際、提出者を特定すること

ができる内容の記述(具体的な社名、個人名、電話番号、メールアドレス、住所、過去に設計した

建築物名称や設計業務名称等 )が記載されている場合には、無効とし、選定しない。 

（１）技術提案書の内容に関する留意事項 

記載事項 内容に関する留意事項 

業務実施体制 

(様式７－１) 

実施方針  

(様式７－２) 

① 「業務実施体制」について 

業務の経験者や専門技術者の配置、ミス防止体制や照査体制、業

務を遂行する上での工夫点等について、簡潔に記載(様式８に記載す

る内容は除く)する。 

② 「実施方針」について 

目的・条件・内容、業務実施手順を示す実施フロー及び工程表、

業務実施上の課題や留意点及びその対応策、業務成果の品質向上等

について、簡潔に記載(様式９に記載する内容は除く)する。 

③ 記載様式は業務実施体制：様式７－１、実施方針：様式７－２

とし、各Ａ４判１頁以内に記載する。 

特定テーマ 

（様式８－１） 

（様式８－２） 

① 特定テーマに対する取組方法等を記載する。 

ⅰ)  八戸合同庁舎が被災時にも庁舎機能を維持するために重視

すべき技術的対策に関する考え方（様式８－１へ記載） 

ⅱ)  環境負荷低減を図るための省エネルギー・省資源の取組に関

する考え方（様式８－２へ記載） 

※ⅰ)及びⅱ)の２テーマについて別々に記載 

② プロポーザルは業務における具体的な取組方法について 

提案を求めるものであり、当該業務の具体的な内容や成果品の一

部( 図面、模型写真、透視図、配置レイアウト等) の作成や提出を

求めるものではない。 

具体的な作業は、契約後に技術提案書に記載された具体的な取組

方法を反映しつつ、発注者が提示する資料に基づいて発注者と協議

の上、開始することとする。 

本説明書に記載した事項以外の内容を含む技術提案書について
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は、提案を無効とする場合があるので注意すること。 

③ 記載においては、下記の事項に留意すること。 

・ 提案は、文章での表現を原則とし、基本的考え方を簡潔に記載

すること。 

・ 視覚的表現については、文書を補完するために必要最小限な範

囲においてのみ認めるが、具体的な建物の設計又はこれに類する

表現、細部の書き込みや簡易でない表現をしてはならない。 

・ 企画提案の評価にあたっては、文章により表現された内容を評

価することが基本であり、文章を補完するイメージ図等の視覚的

表現については、見栄えや精度で差をつけて評価することはない。 

・ 説明文の補足と認められない視覚的表現又はその部分(例えば、

イメージ図での表現があるがそれに対応する説明文がない場合)

は、評価対象とならない。 

・ 視覚的表現の表現方法が許容範囲を超えていると判断される場

合は、評価対象としない。 

・ 業務の特性や地形・環境・地域特性などの与条件の理解と整合

性が高い提案、課題や留意点に対して技術基準等に基づく検討手

法の提案、提案内容に説得力があり実現性が高い提案、過去の実

績や検証結果など理論的に裏付けられた提案、工学的知見に基づ

く独創性が高い提案等について、簡潔に記載(様式７に記載する内

容は除く。) する。 

・ 提案内容の根拠等を説明する資料等を補足資料として添付する

ことは認められない。 

・ 記載様式は様式８とし、Ａ４判１頁以内に記載する。 

 

（２）既存資料の閲覧 

技術提案書の作成にあたり、以下の資料を閲覧することができる。 

ア 資料名：令和２年度 八戸合同庁舎整備に関する検討支援業務 報告書 

       令和２年度 八戸合同庁舎整備適地調査支援業務 報告書 

イ 連絡先：１．（６）担当部局に同じ。 

ウ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から閲覧はデータを送付するなどと

する場合があります。よって、閲覧方法については、希望者へ別途指示します。 

 

（３）業務量の目安 

本業務の参考業務規模は、２０百万円程度（税込）を想定している。 

 

１１．その他の留意事項 

（１）手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）書類の作成に用いる単位は、日本の標準時及び計量法によるものとする。 

（３）契約保証金 

契約金額の１０分の１以上の金額を納付するものとする。ただし、青森県財務規則第１５９
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条第1 項各号のいずれかに該当する場合は、その納付を免除する。 

（４）参加表明書提出期限から見積合せの日までの間に青森県から建設コンサルタント業務等に関

し指名停止を受けた場合は、非特定又は特定の取消の手続きを行うこととする。 

（５）本業務を受注した者(再委託先である協力事務所を含む)及び本業務を受注した者と資本・人

事面等において関連があると認められた者は、この契約の対象となる施設の整備等について、

「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成１１年法律第１１７

号)」第７条に基づく特定事業として選定された場合には、同法第８条に定める民間事業者の選

定に応募又は参画、若しくは応募又は参画しようとする民間事業者のコンサルタント等になっ

てはならない。 

上記の「本業務を受注した者と資本・人事面において関連がある」とは、次の①又は②に該

当することをいう。 

ア 本業務を受注した者の発行済み株式総数の１００分の５０を超える株式を保有し、又は

その出資の総額の１００分の５０を超える出資をしていることをいう。  

イ 本業務を受注した者の代表権を有する役員を兼ねていることをいう。 

（６）参加表明書及び技術提案書の作成及び提出に関する費用は、提出者の負担とする。 

（７）参加表明書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書及び技術提案書を無効

とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。 

（８）提出された参加表明書及び技術提案書は返却しない。 

なお、提出された参加表明書は、技術提案書の提出者の選定以外に提出者に無断で使用しな

い。また、技術提案書は発注者の了解なく公表、使用してはならない。 

また、提出された提案書等は青森県情報公開条例（平成１１年青森県条例第５５号）の対象

となり、同条例の規定に基づいて個人情報など非開示すべき箇所を除き、開示することがある。 

（９）提出された技術提案書は、技術提案書の特定以外に提出者に無断で使用しない。なお、特定

された企画提案書を公開する場合には、事前に提出者の同意を得るものとする。 

（10）参加表明書及び技術提案書の提出後において、原則として参加表明書及び技術提案書に記載

された内容の変更(資料等の差し替え及び再提出を含む)を認めない。また、参加表明書及び技

術提案書に記載した配置予定の技術者は、原則として変更できない。ただし、病休、死亡、退

職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了

解を得なければならない。 

（11）本業務を受注した者は、事業実施段階での事業者側への参加は認めない。 
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（様式１） 

参加表明書 

 

業務名：八戸合同庁舎整備基本計画策定業務委託 

 

標記業務の参加表明書を提出します。 

 

令和３年  月  日 

 

 

青森県知事 三村 申吾 殿 

 

 

（提出者） 

住 所 

電話番号 

提出者名 ○○○○（株） 

代表者名 代表取締役 ○○ ○○ 

（連絡先） 

担当部署 

氏 名 

電話番号 

Ｆ Ａ Ｘ 

E - m a i l 
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（様式２） 

管理技術者の経歴等  

①氏名 ②生年月日    ○年○月○日 （○○才） 

③所属・役職  （株）○○○○ ○○部 ○○係長 

 ※提出者と直接かつ恒常的な雇用関係を証明する資料を添付すること。 

④保有資格等 

・○○○○○（登録番号：○○○○○）（取得年月日：○年○月○日） 

・一級建築士（登録番号：○○○○○）（取得年月日：○年○月○日） 

（建築士定期講習の最終受講年月日又は建築士試験合格年月日：○年○月○日） 

※当該資格を保有していることを証明する書類（資格者証の写し等）を添付すること。なお、建築分野は建

築士定期講習の最終受講年月日を証明する書類（定期講習修了証の写し等）を添付すること。 

⑤平成２３年４月１日以降の同種業務の実績 

業務名 発注者（事業主） 
受注形態 

（ ）は単独以外の受注者 
業務概要及び立場 履行期間 

○○○○業務 

 

 

○○市 

（      ） 

 

・単独 

・共同体（  ） 

事務庁舎、RC-3、○○㎡ 

（管理技術者として従事） 

平成○年○月～ 

平成○年○月 

 

 

 

 

   

⑥手持ち業務の状況（令和３年５月１０日現在の状況） 

業務名 発注者（事業主） 
受注形態 

（ ）は単独以外の受注者 
業務概要及び立場 履行期間 
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（様式３） 

主任担当技術者の経歴等 分野：○○ 

①氏名 ②生年月日    ○年○月○日 （○○才） 

③所属・役職  （株）○○○○ ○○部 ○○係長 

 ※提出者と直接かつ恒常的な雇用関係を証明する資料を添付すること。 

④保有資格等 

・○○○○○（登録番号：○○○○○）（取得年月日：○年○月○日） 

・一級建築士（登録番号：○○○○○）（取得年月日：○年○月○日） 

（建築士定期講習の最終受講年月日又は建築士試験合格年月日：○年○月○日） 

※当該資格を保有していることを証明する書類（資格者証の写し等）を添付すること。なお、建築分野は建

築士定期講習の最終受講年月日を証明する書類（定期講習修了証の写し等）を添付すること。 

⑤平成２３年４月１日以降の同種業務の実績 

業務名 発注者（事業主） 
受注形態 

（ ）は単独以外の受注者 
業務概要及び立場 履行期間 

○○○○業務 

 

 

○○市 

（      ） 

 

・単独 

・共同体（  ） 

事務庁舎、RC-3、○○㎡ 

（管理技術者として従事） 

平成○年○月～ 

平成○年○月 

 

 

 

 

   

⑥手持ち業務の状況（令和３年５月１０日現在の状況） 

業務名 発注者（事業主） 
受注形態 

（ ）は単独以外の受注者 
業務概要及び立場 履行期間 

 

 

    

  

 

   

 

 

    

※業務分野毎に作成すること。 
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（様式４） 

協力事務所の名称等 

事務所名  代表者名  

所在地  

協力を受ける理由

及び具体的内容 

 

 

 

分担業務分野 

 

 

 

事務所名  代表者名  

所在地  

協力を受ける理由

及び具体的内容 

 

 

 

分担業務分野 

 

 

 

事務所名  代表者名  

所在地  

協力を受ける理由

及び具体的内容 

 

 

 

分担業務分野 

 

 

 

事務所名  代表者名  

所在地  

協力を受ける理由

及び具体的内容 

 

 

 

分担業務分野 
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（様式５） 

分担業務分野の追加 

新たに追加する分担業務分野 

 

 

新たに追加する分担業務分野の具体的な業務内容 

 

 

分担業務分野を追加する理由 

 

 

主任担当技術者 ①氏名 ②生年月日    ○年○月○日 （○○才） 

③所属・役職  （株）○○○○ ○○部 ○○係長 

 ※提出者と直接かる恒常的な雇用関係を証明する資料を添付すること。 

④保有資格等 

・○○○○○（登録番号：○○○○○）（取得年月日：○年○月○日） 

・一級建築士（登録番号：○○○○○）（取得年月日：○年○月○日） 

（建築士定期講習の最終受講年月日又は建築士試験合格年月日：○年○月○日） 

※当該資格を保有していることを証明する書類（資格者証の写し等）を添付すること。なお、建築分野は建

築士定期講習の最終受講年月日を証明する書類（定期講習修了証の写し等）を添付すること。 

⑤平成２３年４月１日以降の当該分野における業務の実績 

業務名 受注形態 施設等概要及び分担業務分野の内容 

発注者（事業主） 業務完了年月日 

 

 

  

 

 

 

⑥手持ち業務の状況（令和３年５月１０日現在の状況） 

業務名 発注者（事業主） 
受注形態 

（ ）は単独以外の受注者 
業務概要及び立場 履行期間 

○○○○業務 

 

○○市 

（      ） 

・単独 

・共同体（  ） 

事務庁舎、RC-3、○○㎡ 

（管理技術者として従事） 

平成○年○月～ 

平成○年○月 
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（様式６） 

技術提案書 

 

業務名：八戸合同庁舎整備基本計画策定業務委託 

 

標記業務について、技術提案書を提出します。 

 

令和３年  月  日 

 

 

青森県知事 三村 申吾 殿 

 

 

（提出者） 

住 所 

電話番号 

提出者名 ○○○○（株） 

代表者名 代表取締役 ○○ ○○ 

（連絡先） 

担当部署 

氏 名 

電話番号 

Ｆ Ａ Ｘ 

E - m a i l 
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（様式７－１） 

業務実施体制 

【記載内容】 

・業務経験者、専門技術者の配置 

・ミス防止体制や照査体制 

・業務遂行上の工夫点など 

 

 

 ※作成に当たっての留意事項 

 

 文字の大きさは１０ポイント以上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Ａ４判１頁以内に記載する。 

※提出者を特定することができる内容の記述（具体的な社名・個人名・メールアドレス・住所・過去に

設計した建築物名称や設計業務名称等）を記載してはならない。 
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（様式７－２） 

実施方針 

【記載内容】 

・目的、条件、内容 

・業務実施手順を示す実施フロー及び工程表 

・業務実施上の課題や留意点及び対応策 

・業務成果の品質向上など 

 

 

 ※作成に当たっての留意事項 

 

 文字の大きさは１０ポイント以上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Ａ４判１頁以内に記載する。 

※提出者を特定することができる内容の記述（具体的な社名・個人名・メールアドレス・住所・過去に

設計した建築物名称や設計業務名称等）を記載してはならない。 
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（様式８－１） 

特定テーマ 

八戸合同庁舎が浸水等の被災時にも庁舎機能を維持するために重視すべき技術的対策に関する考

え方についての提案 

 

 

 ※作成に当たっての留意事項 

 

 文字の大きさは１０ポイント以上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Ａ４判１頁以内に記載する。 

※提出者を特定することができる内容の記述（具体的な社名・個人名・メールアドレス・住所・過去に

設計した建築物名称や設計業務名称等）を記載してはならない。 
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（様式８－２） 

特定テーマ 

環境負荷低減を図るための省エネルギー・省資源の取組に関する考え方についての提案 

 

 

 ※作成に当たっての留意事項 

 

 文字の大きさは１０ポイント以上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Ａ４判１頁以内に記載する。 

※提出者を特定することができる内容の記述（具体的な社名・個人名・メールアドレス・住所・過去に

設計した建築物名称や設計業務名称等）を記載してはならない。 

 


